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①代行者への手続き依頼

代行登録について

・共済事務担当者から施設の担当者や、法人の別の担当者に依頼することができます。
・この手続きは法人の共済事務担当者のみが実施することができます。
・ＨＰ掲載の動画で操作が確認できます。

６．共済契約者が行う主な手続きの流れ

共済契約者等

①

ロ

グ

イ

ン

【代行登録】
② 代行者の新規登録

・代行者の氏名
・代行者のメールアドレス

③ 代行者への代行内容登録
・代行できる手続き
☞加入届
☞退職届
☞従業状況
☞本俸月額
☞配置換え

・代行できる施設
・対応期日

・・・等

④

代

行

者

へ

依

頼



代行者への手続き依頼

＜代行依頼が可能な手続き＞

代行依頼が可能な手続きは次の５つです。

 被共済職員加入届の提出手続き
 従業状況の更新手続き
 配置換え登録手続き
 本俸月額の更新手続き
 被共済職員退職届の提出手続き
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＜代行依頼をする方法＞
代行依頼を行う方法は次の3つです。

 新規依頼をする
・ 各施設の担当者等に新規に代行依頼をすることができます。

 参照依頼をする
・ 過去の依頼した内容を参照して、内容を更新したうえで、
新規に代行を依頼をすることができます。

 再依頼（督促）をする
・ 依頼済みの内容について再依頼（督促）を
することができます。



登録方法を選択する

登録方法として代行依頼を選択する

手続きを施設の担当者等に依頼する場合は、「①代行依頼をする」を選択します。

選択が完了しましたら、「②次へ」ボタンをクリックします。

最初に、代行依頼が可能な手続きについては、手続きに進む前に「登録方法選択」画面
が表示されます。

①

②
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パターン１. 新規依頼をする
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

代行者を新たに登録する

画面の右上にある「代行者の一覧・新規登録」ボタンをクリックします。

「代行依頼をする」を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、 「代行者への処理依頼」画面が
表示されます。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

「代行者の管理」画面が表示されるので、画面右上にある「代行者の新規登録」ボタンをク
リックします。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

①新たな代行者の情報を入力し、「②登録」ボタンをクリックします。
「代行者の新規登録」ボタンをクリックすると、「代行者 新規登録」画面が表示されます。

①

②

9

代行者名、
メールアドレス、
メールアドレス（確
認用）
を入力し、登録ボタ
ンをクリックします。



代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

前の画面で登録した代行者が表示されていることを確認して、「戻る」ボタンをクリックします。

新しい代行者情報の登録が完了すると、登録した代行者宛に、ログインID等が記載されたメー
ルがシステムから自動で送付されます。
パスワードは、同じメールに記載されている「パスワード変更申請画面」へのリンクをクリックし、表
示された画面の案内に沿って任意に設定いただくこととなります。
代行者はメールに記載されているIDと、自身で任意に設定したパスワードを用いてログインをし、
手続きを行うこととなります。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

依頼内容を入力する

「新規依頼」ボタンをクリックします。

改めて「代行者への処理依頼」画面が表示されます。
これまでの手順により登録した代行者に手続きの代行を依頼します。
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代行者へ手続きを依頼する（新しい代行者に対して依頼をする）

①登録した代行者の指定と依頼内容を入力し、「②代行者に新規依頼」ボタンをクリックします。
次に「代行者への新規依頼」画面が表示されます。

①

②
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代行者名、対象
施設、代行内容
（届出の種類）、
タイトル、本文
（任意の文章）
を入力し、
「代行者に新規依
頼」ボタンをクリック
します。



パターン２. 参照依頼をする
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代行者へ手続きを依頼する（参照依頼をする）

依頼内容を確認する
これまで施設の担当者等に依頼を行ったことがある場合は、過去の依頼内容を参照して依
頼をすることが可能です。
参照依頼を行う場合は、「代行者への処理依頼」画面で参照する過去の依頼欄にある
「参照依頼」ボタンをクリックします。
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代行者へ手続きを依頼する（参照依頼をする）

依頼内容を確認し、必要な箇所を修正して「代行者に依頼」ボタンをクリックして完了です。
次に「代行者への参照依頼」画面が表示されます。
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パターン３. 再依頼（督促）をする
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代行者へ手続きを依頼する（再依頼をする）

依頼内容を確認する

再依頼（督促）を行う場合は「代行者への処理依頼」画面で未対応の依頼欄にある「再
依頼」ボタンをクリックします。

依頼した内容が未対応である場合、再依頼（督促）を行うことが可能です。

17



代行者へ手続きを依頼する（再依頼をする）

依頼内容を確認し、「代行者に再依頼」ボタンをクリックして完了です。
「代行者への再依頼」画面が表示されます。
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②従業状況の更新手続き

従業状況について
・毎月、職員の退職予定日、育児休業、ならない月の登録が可能です。

・育児休業、ならない月の登録内容は掛金届の提出時、退職届の提出時に機構へ提出されます。

・ＨＰ掲載の動画で操作が確認できます。

共済契約者等

【従業状況】 ①

ロ

グ

イ

ン

② 従業状況の登録

・退職予定日
・育児休業
・ならない月

③

登

録

内

容

確

認

④

登

録

完

了



従業状況の更新手続きへ進む

従業状況の更新のための
定期案内メールの受領

従業状況の更新が必要な場合、案内メー
ルに記載されているリンクから従業状況の更
新に進みます。

機構より、先月分の従業状況を更新する
案内メールが定期的に送付されます。

なお、従業状況は、システム画面の左上に
あるメニューからも随時更新を行うことができ
ますので、ご利用ください。
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従業状況の更新手続きへ進む

システム画面から従業状況の更新手続きへ進む場合①

システム画面左上のサイドメニューボタンをクリックします。
システム画面から退職届の提出手続きに進む場合、次の手順に沿って手続きに進みます。
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従業状況の更新手続きへ進む

システム画面から従業状況の更新手続きへ進む場合②

表示された退職手当共済システム
メニューから「従業状況の登録」を
クリックします。
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登録方法を選択する

従業状況の更新手続き方法の選択

従業状況の更新手続きを法人の共済事務担当者が自ら実施する場合、「①自身で登録
する」を選択します。
選択が完了したら、「②次へ」ボタンをクリックします。

メールに記載されているリンク、またはシステムメニューをクリックすると、「登録方法選択」画面
が表示されます。
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①

②



従業状況の更新画面が表示される①

従業状況更新対象の職員が在籍する施設の選択
「自身で登録する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、「従業状況更新」画面が表示さ
れます。
従業状況を更新する職員が在籍する施設をプルダウンから選択します。
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従業状況の更新画面が表示される②

施設に在籍する職員
の一覧を確認

プルダウンから選択した施設に在
籍する職員の一覧が表示されま
す。
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パターン１．「ならない月」情報を登録・更新する
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従業状況を登録・更新する（ 「ならない月」情報を登録・更新する）

「ならない月」情報
の登録および更新

各職員について、業務に実際に
従事した日数と従事したとみなす
日の合計日数が１０日以下の
月があれば、①該当月にチェック
を入れます。

内容を確認し、画面下部の「②
登録」ボタンをクリックします。

27

①

②



パターン２．育児休業情報を登録・更新する
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従業状況を登録・更新する（育児休業情報を登録・更新する）

育児休業情報の登録
および更新

続いて育児休業を取得した職員
については、「育休確認・登録」
ボタンをクリックします。
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従業状況を登録・更新する（育児休業情報を登録・更新する）

育児休業情報の
登録および更新

続いて「育児休業情報
登録」画面が表示され
ますので、①育児休業
の取得状況を入力しま
す。
内容に間違いがないこと
を確認して「②確認」ボ
タンをクリックします。
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①

②



従業状況を登録・更新する（育児休業情報を登録・更新する）

育児休業情報の登録
および更新
続いて「育児休業情報確認」
画面が表示されますので、入
力した育児休業情報に間違
いがないことを確認します。
（①の部分）

内容に間違いがないこと
を確認して、「③登録」ボ
タンをクリックします。

登録した育児休業の期間にお
いて、出勤日数の登録欄が表
示された場合は、対象年月に
おける出勤日数を入力します。
（②の部分）

①

②
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③



従業状況を登録・更新する（育児休業情報を登録・更新する）

育児休業情報の登録および更新
育児休業の情報登録が完了すると、「従業状況更新」画面に戻ります。

引き続き、他の職員の育児休業情報を登録更新する場合は、施設選択のプルダウンより
対象施設を選んで登録してください。
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パターン３．退職予定日情報を登録・更新する
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従業状況を登録・更新する（退職予定日情報を登録・更新する）

退職予定日情報の登
録および更新

退職予定者がいる場合は、対
象者の氏名を確認後、
①退職（予定）日欄のカレン
ダーボタンをクリックし、
②退職予定日をカレンダーから
選択します。
内容に間違いがないことを確認し
て「③登録」ボタンをクリックします。

34

①

②

③
①を押すと、
カレンダーが
表示されます



従業状況を登録・更新する（退職予定日情報を登録・更新する）

退職の意向を示す職員が存在する場合の注意点は次のとおりです。

 退職の意向を示す職員が存在する場合、「従業状況更新」画面にて速やかに退職予定日の登録を
行ってください。
登録された退職予定日の翌日以降、被共済職員退職届提出のための案内メールが機構から送付
されます。

 お手元に被共済職員退職届提出のための案内メールが届いたら、速やかに提出をお願いいたします。

退職の意向を示す職員が存在する場合における注意点
check
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従業状況を登録・更新する（退職予定日情報を登録・更新する）

次の２つのケースに該当する場合、退職予定日を登録することは出来ませんのでご留意ください。

 当年度の掛金納付対象職員届が未提出の場合、当年度の４月１日以降を退職予定日として登録
することは出来ません。速やかに掛金納付対象職員届の提出をお願いいたします。

 共済契約の解除対象となっている職員については、退職予定日を登録することは出来ません。なお、
「社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」を提出することによる解除
の場合に限り、退職予定日を登録することが可能です。

退職予定日を登録できない場合
check
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③退職届の提出手続き

退職届について

・「従業状況の確認」で「退職予定日」欄に日付を登録すると、当該日到来後に退職届の提出依頼メールが送付されます。
また、ログインをすると、ホーム画面の「対応が必要な手続」欄に退職届の提出案内メッセージが表示されます。

・「退職金請求順序登録」は都道府県の退職金制度に加入している場合に行います。
・「源泉徴収票の登録」は、機構以外の退職金が支給されている場合、登録が必要となります。
・ＨＰ掲載の動画で操作が確認できます。

６．共済契約者が行う主な手続きの流れ

共済契約者等

【退職届】
①

ロ

グ

イ

ン

② 提出前の事前確認

・俸給の調整額の状況確認
・本俸月額等の更新確認
・必要な添付資料の確認

・・・等

③ 退職者の基本情報の登録

・退職者の氏名
・退職日
・退職理由
・退職者の連絡先

・・・等

④

従

業

状

況

の

確

認

⑤
退
職
月
前
６
か
月
本
俸
月
額
確
認

⑥
退
職
金
請
求
順
序
登
録

⑦
源
泉
徴
収
票
の
登
録

⑧

登

録

内

容

の

確

認

⑨

機

構

へ

提

出

⑩
受
付
メ
ー
ル
の
受
領

⑪
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
印
刷

⑫

退

職

者

へ

通

知



退職予定日の登録に進む

従業状況の更新のための
定期案内メールの受領

機構から職員の従業状況の更新にかかる
案内メールが定期的に送付されるため、
案内メールに記載されているリンクから退職
予定日の登録に進みます。

退職予定者がいる場合、最初に退職予定
日を登録する必要があります。

なお、従業状況は、システム画面の左上に
あるメニューから随時更新を行うことができま
すので、ご利用ください。
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退職予定日の登録に進む

システム画面から退職予定日の登録に進む場合①

システム画面左上のサイドメニューボタンをクリックします。
システム画面から退職予定日の登録に進む場合、次の手順に沿って登録に進みます。
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退職予定日の登録に進む

システム画面から退職予定日の登録に進む場合②

表示された退職手当
共済システムメニューか
ら「従業状況の登録」
をクリックします。
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登録方法を選択する

退職予定日の登録方法の選択

退職予定日の登録を法人の共済事務担当者が自ら実施する場合は、「①自身で登録す
る」を選択します。
選択が完了したら、「②次へ」ボタンをクリックします。

メールに記載されているリンク、またはシステムメニューをクリックすると、「登録方法選択」画面
が表示されます。

41

①

②



退職予定日を登録する①

退職予定者が在籍する施設の選択
「自身で登録する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、「従業状況更新」画面が表示さ
れます。
まず、退職予定者が在籍する施設をプルダウンから選択します。

42



退職予定日を登録する②

施設に在籍する職員
の一覧を確認

プルダウンから選択した施設に在
籍する職員の一覧が表示されま
す。
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退職予定日を登録する③

退職予定日の登録

退職予定者の氏名を確認後、①退
職（予定）日列のカレンダーボタン
をクリックし、②退職予定日をカレン
ダーから選択します。

退職予定日の登録が完了したら、
「③登録」ボタンをクリックします。

44

①

②

③



退職届の提出手続きへ進む

退職届提出のための
案内メールの受領
退職予定日を登録すると、退職予定日到
来後、機構から退職手続きの開始にかか
る案内メールが送付されます。
案内メールに記載されているリンクから届出
方法の選択に進みます。

なお、退職予定日到来前であってもシステ
ム画面の左上にあるメニューから退職届の
作成を行うことができますので、ご利用くだ
さい。
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退職届の提出手続きへ進む

システム画面から退職届の提出手続きへ進む場合①

システム画面左上のサイドメニューボタンをクリックします。
システム画面から退職届の提出手続きに進む場合、次の手順に沿って手続きに進みます。
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退職届の提出手続きへ進む

システム画面から退職届の提出手続きへ進む場合②

表示された退職手当共済シス
テムメニューから
「退職した職員のお手続き」を
クリックします。
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登録方法を選択する

退職届の提出手続き方法の選択

退職届の提出手続きを法人の共済事務担当者が自ら実施する場合は、「①自身で登録
する」を選択します。
選択が完了したら、「②次へ」ボタンをクリックします。

メールに記載されているリンク、またはシステムメニューをクリックすると、「登録方法選択」画面
が表示されます。
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①

②



退職届を提出する職員を選択する

退職届を提出する職員の選択

退職届を提出する職員の「退職情報登録」ボタンをクリックし、手続きに進みます。

「自身で登録する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックすると、「退職予定者一覧」画面が
表示されます。
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退職届提出前の事前確認をする①

「俸給の調整額」の影響確認
退職届の提出にあたって、最初に「俸給の調整額」の影響有無を確認します。
画面の案内に沿って、内容を確認後、影響を受けない場合は、「影響を受けないので退職手当
金を申請する」を選択します。
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退職届提出前の事前確認をする②

退職者情報の登録状
況の確認
続いて次の３つの項目について、「内容を
確認する」ボタンをクリックし、登録状況の
確認を行います。

最新の状況に更新されていることが確認
できたら、「④はい」を選択します。

① 「俸給の調整額」対象手当
② 退職月の俸給額
③ 退職月までの従業状況

確認の結果、登録内容に不備が
あった場合、「いいえ」をクリックして
各手続きを先に完了させてください。
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①

②

③

④

④

④



退職届提出前の事前確認をする③

源泉徴収票にかかる
留意事項等の確認

留意事項等の確認ができたら、「④次へ」ボ
タンをクリックします。

続いて次の３つの項目について、画面に表示さ
れている留意事項等を確認し、問題が無い場
合は「確認しました」、「説明している」にチェックを
入れます。
① 源泉徴収票にかかる留意事項

② 退職理由ごとに必要となる書類
③ 対象職員への退職手当金請求の手続き
方法および合算制度の利用方法にかかる
説明実施有無

退職者情報の最新化および留意事項
等の確認がすべて完了するまで、「次へ」
ボタンをクリックすることはできません。
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②

③

④

①



退職者の基本情報を確認・登録・更新する

退職者基本情報の
確認・登録・更新
退職届提出前の事前確認が終わりまし
たので、ここから、退職届を作成します。
最初に次の３つの項目について、画面に
表示されている内容を確認し、誤りがあ
る場合には修正をします。

次に、該当する退職理由および退職手
続きの理由を選択します。

 退職者名
 退職者生年月日
 退職年月日

最後に、退職者郵便番号・退職者住
所・退職者電話番号を入力し、「次
へ」ボタンをクリックします。
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従業状況の確認・登録・更新をする

退職者（手続き対
象者）の従業状況
確認
続いて次の２つの項目について、
正しい情報が登録されていることを
確認します。

正しい情報が登録されていることを
確認したら、「次へ」ボタンをクリック
します。

 退職年度におけるならない月
情報

 育児休業情報
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本俸月額情報の登録・更新をする

退職した月以前６カ月に
おける本俸月額情報の確認
続いて、俸給表の額が正しく登録されていること
確認します。

また、俸給の調整額の対象となる手当がある場合
は、該当する手当を選択し、支給額を入力します。

退職した月以前６カ月において、正しい本俸月額
情報への修正が完了したら、「次へ」ボタンをクリック
します。

調整額については、明細あるいは合計額のどちらの
形式でも登録することが可能です。
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退職手当金支払いの順番を登録する

都道府県の退職手当金
制度への加入有無および
請求順序の登録
続いて都道府県の退職手当金制度への加
入の有無と加入している場合はどちらを先に
請求するか選択します。

次の２つの項目について、該当する方の
選択肢を選びます。
 都道府県の退職金制度への加入有無
 退職金請求の順番

登録が完了したら、「次へ」ボタンをクリック
します。
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源泉徴収票の情報を登録する

前の画面で次のように選択した場合は、都道
府県の退職手当金制度から発行された退職
所得の源泉徴収票のアップロードおよび内容
の登録を行います。

都道府県の退職手当金
制度から発行された
源泉徴収票の登録

 都道府県の退職手当金制度への加入
「有」で、かつ「福祉医療機構の退職金
を後に請求する」場合

また、都道府県の退職手当金制度以外から
退職手当金の支給がある場合は「①続けて登
録」ボタンをクリックして内容の登録に進みます。
すべての源泉徴収票のアップロードおよび内容
の登録が完了したら、「②次へ」ボタンをクリッ
クします。
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① ②



源泉徴収票の情報を登録する

 都道府県の退職金制度など、機構以外からも退職金が支給される場合は、源泉所得税を計算する都合上、
予め退職金の請求の順番を決めて請求を行っていただく必要があります。

 源泉徴収票の添付が必要となるのは、機構以外からも退職金が支給される場合で、機構を後に請求する場合
です。この場合は、先に請求する退職金にかかる源泉徴収票の添付を行ってください。

 機構以外からも退職金が支給される場合であっても、機構を先に請求する場合や、機構以外の退職金は支給
されない場合は、源泉徴収票の添付は不要です。

※なお、源泉徴収票とは、「退職所得の源泉徴収票」です。「給与所得の源泉徴収票」ではありませんので、
ご留意ください。

源泉徴収票の添付が必要な場合
check
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退職届を提出する

届出に必要な情報の
確認および退職届の提出

最後に登録内容が表示されますので、
内容に誤りが無いことを確認し、 「機
構へ提出する」ボタンをクリックします。
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＜重要＞
退職手当金の請求を退職者でなく、
共済契約者が代行する場合、
「機構へ提出後、共済契約者が
退職手当金請求または合算申出
代行する場合はチェックをつけて
ください」に をつけてください。

チェックをつけ「提出」ボタンを
クリックすると
→７２ページへ遷移します。



退職者識別コードを印刷する

退職者識別コードの印刷および連携
退職届の提出が完了したら、退職者が退職手当金の請求をする際に必要となる情報が表示されます。

「①印刷」ボタンをクリックして画面に表示された内容を印刷し、退職者にお渡しください。

印刷完了後、「②完了」ボタンをクリックします。
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① ②



退職届の提出手続きが完了しました

手続き完了
お疲れ様でした。
これにて被共済職員退職届の提出手続きは完了となります。
提出手続き完了後、「退職者状況 管理」画面にて登録した退職情報を確認することができます。
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受付完了のお知らせを確認する

受付完了メールの受領

退職届の提出手続きが完了すると、
機構から受付完了メールが送付
されます。
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④退職手当金請求書の提出手続き

法人が代行請求を行う場合

説明資料等

・退職手当金シミュレーション
・退職・再加入シミュレーション
・操作マニュアル
・ＨＰ掲載の動画で操作が確認できます。
・「退職される皆さまへ」（後日ホームページ掲載）

備考

共済契約者等

③ システムで退職届を作成

・退職者情報の登録
・従業状況の登録
・6か月本俸月額の登録
・源泉徴収票のアップロード

・・・等

⑤

受

付

メ

ー

ル

受

領

⑥
委
任
状
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド※

1

④

退

職

届

の

提

出

退職者

⑦ システムで請求書を作成

・退職者情報の確認
・退職金振込口座の登録
・本人確認書類のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

・・・等

⑧
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求

書

提
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退
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（
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で
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２
）

【退職届】

【退職手当金
請求書】

①

退

職

の

意

向

確

認

②
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求

・

合

算

の

制

度

説

明

確

認

⑨

受

付

メ

ー

ル

受

領

※１．請求書の登録を法人が退職者に代わって行う場合は、
退職者からの委任状が必要となります。

※２．退職日以降、必要書類がすべて添付された以降に
ＷＡＭは受付します。

法人が代行して請求を行う場合メー
ルアドレスは１つしか登録できませ
ん。共済契約者か、退職者どちらか
のメールアドレスを入力してくださ
い。
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④退職手当金請求書の提出手続き

退職者本人が請求する場合

説明資料等
・退職手当金シミュレーション
・退職・再加入シミュレーション
・操作マニュアル
・操作説明動画
・「退職される皆さまへ」 （後日ホームページ掲載）

参考資料等
・退職手当金シミュレーション
・退職・再加入シミュレーション
・操作マニュアル
・操作説明動画
・「退職される皆さまへ」 （後日ホームページ掲載）

共済契約者等

③ システムで退職届を作成

・退職者情報の登録
・従業状況の登録
・6か月本俸月額の登録
・源泉徴収票のアップロード

・・・等

⑤

受

付

メ

ー

ル

受

領
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Ｑ

Ｒ
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⑧
Ｑ
Ｒ
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ー
ド
か
ら
請
求
画
面
の
表
示

⑨ システムで請求書を作成

・退職者情報の確認
・退職金振込口座の登録
・本人確認書類のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

・・・等
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【退職届】

【退職手当金
請求書】
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向
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認
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退職手当金の請求を始める前に（その１）

退職手当金の請求を始める前に、以下の資料をご準備ください。
＊以下①～③を全てご準備ください。後ほど、必要な箇所を写真等でアップロードしていただきます。
予めスマートフォンで撮影しておくと手続きがスムーズにすすみます。

①退職手当金の振込口座に関する書類（以下のいずれか）
a.預金通帳、b.キャッシュカード、c.WEB上の口座情報のページなど、振込先口座が確認できるもの

③ご本人であることを確認できる書類（以下のいずれか）
a.マイナンバーカード
b.「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」のうち１種類
c.「健康保険証」「年金手帳」「公共料金の領収証」など本人確認できる書類のうち２種類

②個人番号（マイナンバー）が確認できる書類（以下のいずれか）
a.マイナンバーカード
b.通知カード
c.マイナンバーが記載された住民票

はじめに

65

必要な書類の準備



退職手当金請求コードの受領

勤務先の法人から、
「退職手当金請求コード」と
「ＱＲコード」が記載された右の画面の
用紙を受け取ります。

勤務していた法人から退職手当金請求コードが記載された用紙を受け取る

退職手当金の請求を始める前に（その２）
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QRコードを読み取り、
退職者基本情報の登録
フォームを表示する
用紙を受け取り後、記載されているQR
コードをスマートフォンで読み取ります。
Androidの場合は、カメラまたはGoogleレ
ンズを起動します。（使用する機種により、
一部操作手順が異なる場合があります。）
iPhoneの場合は、カメラを起動します。
QRコードにカメラをかざすと画面にQRコード
の読み取り結果が表示されるのでタップします。

Android iPhone

スマートフォンでＱＲコードを読み取る
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Webサイ
ト



退職者認証をする①

QRコードを読み取り、
退職者基本情報の登録フォームを表示する

QRコードの読み取りに成功し
タップすると、スマートフォンの画
面に退職者基本情報の登録
フォームが表示されます。
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退職者基本情報の登録
退職者基本情報の登録フォームが表示されたら、退職手当金の請求資格があることを確認す
るため、退職者の基本情報を登録します。

退職者認証をする②

画面の項目に沿って入力をお願いします。
入力が完了したら、「登録」ボタンをクリック
します。

・入力したメールアドレス宛に、この後使用する「認証コード」が
メールで届きますので、誤りがないように入力してください。

・登録ボタンを押した際に、認証に失敗した場合は、生年
月日等が誤って登録されていないか、勤務先へ確認をし
てください。

69

・勤務先の法人から受領した用紙に記載されている
退職手当金請求コードと相違が無いように入力してください。

なお、入力に当たっての留意点は次のとおりです。



退職者認証をする③

認証コードの入力

続いて表示される「退職者認証」画面に「①認
証コード」を入力し、「②ログイン」ボタンをクリック
します。
認証コードの有効期限は10分間です。

登録ボタンをクリックすると「認証コード」が記載
された案内メールが機構からすぐに届きます。
メールが届かない場合は、迷惑メールの設定を確認し
てください。
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①
②



退職手当金の請求
ログインをしますと、退職手当金を請
求するか、合算制度を利用するかの
選択画面が表示されます。

画面に表示された内容を確認し、「退
職手当金を請求」ボタンをクリックして
手続きを開始します。

退職手当金の請求をはじめる

71



退職手当金の請求に必要な
書類が準備できていること
の確認
続いて退職手当金を請求するにあたり、必要
となる書類が準備できていることを確認します。

次に確認事項を確認し、「①用意できている」に
✓を入れ、「②次へ」ボタンをクリックします。

請求に必要な書類が準備できていることを確認する

72

①

②

＜重要＞
退職手当金の請求を退職者でなく、
共済契約者が代行する場合、
５９ページからこちらの画面に
遷移します。

退職者が記入した「委任状」
（書式はＨＰよりダウンロード）
をここでアップロードすることで、
次の画面へ遷移します。

４．共済契約者が退職手当金請求処理を代行する場合には委任状をアップロードしてください。

ファイルを選択してください。
ファイルを選択



退職手当金請求の対象
であることの確認
続いて退職手当金請求の対象となる
退職者の情報が表示されますので、表
示されている内容に誤りがないか、確認
します。

表示されている内容に誤りがある場
合は、勤務先の法人へ確認をお願
いします。
個人情報の取扱い、請求時の留意事項を
確認し、「個人情報の取扱いについて同意し
ます」と「上記の内容について了解します」に
✓を入れます。
（右図①の部分）

退職者の情報を確認し、個人情報の取扱い等に同意する
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②

①
個人情報および留意事項
に同意いただかないと、先
に進むことは出来ません

✓を入れましたら、「②次へ」ボタンをクリックします。



請求者区分の選択

続いて今回退職金を請求す
る請求者の区分について該
当するものを選択します。
（右図①の部分）

請求者の区分を選択する
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内容に誤りがないことを確認し、
「②次へ」ボタンをクリックします。

②

①



請求者情報の登録

続いて退職手当金を請求され
る方の情報を確認・入力し、
「次へ」ボタンをクリックします。

表示内容に誤りがある場合は、
正しい情報に修正をしてください。

請求者の情報を確認・登録する
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（確認項目）
請求者氏名（フリガナ、漢字）
請求者生年月日、請求者郵便番号、
請求者住所、請求者連絡先、
請求者メールアドレス、退職理由



退職手当金の振込先
金融機関情報の入力①

続いて退職手当金を振り込む金融機関
情報を登録します。

「①振込先金融機関登録」ボタンをクリッ
クすると、金融機関の登録にかかるダイア
ログが表示されます。

表示される案内に従い、金融機関を選
択し、「②選択」ボタンをクリックしてくださ
い。

振込先金融機関を登録する

76

②①



退職手当金の振込先
金融機関情報の入力②

次に預金種目、口座番号、口座名義人
（半角カタカナ）を入力します。

入力内容に誤りがないことを確認し、
「次へ」ボタンをクリックします。

振込先金融機関を登録する

77



本人確認書類の添付
続いて請求者本人であることを確認するため
に、確認する書類を選択します。
（右図①の部分）

書類の添付が完了したら、「③次へ」ボタ
ンをクリックします。

本人確認書類等を添付する

78

①

退職手当金の請求を始める前に（その１）
にて用意した書類を添付します。
（右図②の部分）

選択する項目によって、必要となる添付
書類が異なる点にご注意ください。

②

③



退職所得の受給に関する申告書について
続いて退職所得の受給に関する申告書にかかる注意事項を確認し、「次へ」ボタンをクリック
します。

退職所得の受給に関する申告書について確認する

79



源泉徴収票の確認および登録
続いて機構以外から退職手当金が支給されている場合、勤務先の法人から当該退職金制
度にかかる源泉徴収票が登録されていることが確認できる画面が表示されます。
登録されている源泉徴収票がある場合は、①リンクをクリックして内容を確認します。
登録されていない源泉徴収票がある場合は、「②源泉徴収票を追加で添付」ボタンをクリックし
て、追加の登録手続きを行います。

源泉徴収票の内容を確認、登録する①

80

①

②

1枚目源泉徴収票

2枚目源泉徴収票



源泉徴収票の確認および登録

登録対象となるのは「退職所得の源泉徴収票」
です。「給与所得の源泉徴収票」ではありません
ので、ご注意ください。

源泉徴収票の内容を確認、登録する②

81

登録されていない「源泉徴収票」がある場合
は、①必要な情報の入力と源泉徴収票の
添付を行い、 「②登録」ボタンをクリックしま
す。

①

②



源泉徴収票の確認および登録
すべての源泉徴収票の登録が完了したら、「すべて登録されていることを確認」ボタンをクリック
します。

源泉徴収票の内容を確認、登録する③
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1枚目源泉徴収票

2枚目源泉徴収票



退職所得の受給に関する
申告書および
退職所得申告書の作成
続いて、表示されている氏名、現住
所を確認し、退職した年の1月1日
現在の住所を入力します。
（右図①の部分）

退職所得の受給に関する申告書を作成する①
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入力内容に誤りがないことを確認し、
「②次へ」ボタンをクリックします。

①

②



A欄には請求者にかかる情報を入
力します。（右図①の部分）

退職所得情報の登録①

死亡による遺族請求を除き、
すべての人に記載いただく項目です。

B欄には本年中に支払を受けた他
の退職手当の有無を選択します。
（右図②の部分）
C欄には前年以前４年内に支払
を受けた他の退職手当の有無を
選択します。（右図③の部分）

退職所得の受給に関する申告書を作成する②

84

①

③

②



D欄にはA欄またはB欄で登録した
勤続期間のうち、前に支給された退
職手当における勤続期間との通算
有無を選択します。
（右図①の部分）

退職所得情報の登録②

E欄にはB欄またはC欄で「有」を
選択した場合、E欄についても
登録する必要があります。
（右図②の部分）

退職所得の受給に関する申告書を作成する②

85

①

③

②

入力内容に誤りが無いことを確認
し、「③次へ」ボタンをクリックします。



請求に必要な情報の最終確認

登録した内容を修正する場合、「戻る」ボ
タンをクリックして、修正を実施してください。

提出内容の最終確認を行う

最後に、これまでに登録した退職手当
金請求書の入力内容に誤りが無いこ
とを確認し、「機構へ提出する」ボタン
をクリックします。
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最終確認後、「はい」を
クリックします。



提出完了

手続き完了

お疲れ様でした。
これにて退職手当金請求書の提出は完了となります。

87



退職手当金請求書の提出が完了すると、機構から次の３つのメールが順番に届きます。

メールの受領

提出後の流れ

88

受付メール
退職手当金請求書の提出完了時に届きます。

退職手当金の支給決定メール
機構での退職手当金請求書の内容について確認、審査が完了し、
退職手当金の支給が決定した際に届きます。

退職手当金の支給完了メール
退職手当金の支給が完了した際に届きます。

共済契約者が退職手当金請求を代行する場合には、メールアドレスは１つしか登録できませ
んので、共済契約者もしくは退職者のどちらかのメールを登録してください。



退職手当金請求状況の確認②
退職手当金請求に対する処理状況を
確認します。
退職手当金請求に対する審査の状
況に応じて、次のような情報も確認す
ることができます。
退職手当金の支給予定額
退職手当金の振込（予定）日

提出後にできること②
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退職手当金の請求後は、適宜、ログインを行って、状況をご確認ください。


